
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度「介護の仕事」魅力発信事業 

業務委託 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年５月 

岩 手 県 

資料４ 

プロポーザル審査要領 



 1

岩手県（以下「県」という。）が実施する「令和８年度「介護の仕事」魅力発信事業業務委託」（以

下「本委託」という。）に係る委託候補者の選定は、公募型プロポーザル方式によって行うものとする。 

委託候補者を選定するための企画提案書審査の概要については、次のとおりとする。 

 

１ 審査機関                                

⑴ 本委託に係るプロポーザルの審査については、審査・選考に係る委員会（以下「委員会」とい

う。）において実施するものとする。 

⑵ 委員会は、参加者から提出された企画提案書について、別途定める審査規定に基づき、審査を

行い、その結果を県に報告するものとする。 
 

２ 審査項目及び配点                             

配点は 100点満点とし、審査項目ごとの配点は次のとおりとする。 

審 査 項 目 評 価 の 視 点 配点 

１ 業務全般 
目的及び事業内容を十分に理解した上での提案となっ

ているか。 
10 

２ 業務実施体制 

提案内容を確実に遂行できる業務実施体制（人員等）が

十分に確保されているか。 
10 

過去の同様・類似業務の実績から、質の高い業務を期待

できるか。 
10 

３ 提案内容 

動画制作セミナーについて、高校生が動画制作及び発信

に必要なスキルの獲得につながる内容となっていると

ともに、運営方法等について具体的に示されているか。 

15 

専用ランディングページについて、制作過程や掲載内容

が具体的に示されているとともに、介護に関する情報を

わかりやすく発信するための工夫が提案されているか。 

15 

YouTube 広告用動画について、制作過程や内容が具体的

に示されているとともに、ランディングページへの閲覧

につなげる工夫が提案されているか。 

15 

テーマコンテストについて、作品募集に係る周知や、入

賞作品の選定までの審査の進め方など、運営方法等につ

いて具体的に示されているか。 

15 

４ 費用の積算 
積算内容が妥当であり、企画提案内容と整合が取れてい

るか。 
10 

合  計 100 

 

【審査基準】 

評価 10 点の項目 15 点の項目 

非常に優れた提案である ９、10 点 13～15 点 

優れた提案である ７、８点 ９～12 点 

妥当である ５、６点 ７～８点 

やや不十分である ３、４点 ４～６点 

不十分である １、２点 １～３点 
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３ 審査方法及び県への報告方法                                   

⑴ 審査は、書面審査により行うこととし、参加者によるプレゼンテーションは実施しない。 

⑵ 委員会の委員は、「２ 審査項目及び配点」に基づき、審査項目ごとに評点をつけるものとする。 

⑶ ⑵の評点の総得点の平均点により委託候補者の順位をつけるものとする。ただし、参加者の平

均点が 60点を越えないものは、委託候補者と選定しないものとする。 

なお、平均点が同点の場合には、各項目で高い順位を多く得た者を上位者とする。 


